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記者発表資料

平成２５年度 東京港湾事務所の事業概要について

東京港湾事務所では、国際コンテナ戦略港湾（京浜港）のハブ機能強化及び我が国のＥＥＺ

（排他的経済水域）における資源探査等の経済活動を支える拠点を整備するため、平成25年度

においては、以下のプロジェクトを実施していきます。

１．東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル整備事業（耐震強化岸壁）

今後世界の主流となる8,000TEU積み、10万トン級の大型コンテナ船の入港を可能とするた

め、国内最大級の水深16ｍの岸壁を整備し、首都圏の国際競争力を強化します。

25年度は、Y3岸壁の新規着工が認められ構造設計等に着手します。また、Y2岸壁本体のジ

ャケット製作・据付、既設護岸背後の地盤改良及び航路・泊地の浚渫を行います。

２．東京港中央防波堤内側地区複合一貫輸送ターミナル整備事業（耐震強化岸壁）

国内の海上輸送ネットワークの効率化を図るため､岸壁の水深を9ｍとし､内貿ユニット貨物

を運ぶ船舶の大型化に対応した新国内海上物流ターミナルの整備を進めます。

24年度にX4岸壁が完成、25年度は､X5岸壁の裏込・上部工及び舗装を実施します。

３．南鳥島及び沖ノ鳥島における活動拠点整備事業

平成22年6月に施行された「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮

線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」等に基づき、海洋資源の開発･利用、海洋調査

等に関する活動が、本土から遠く離れた海域においても安全かつ安定的に行われるよう、船

舶の係留、停泊、荷さばき等が可能となる活動拠点(特定離島港湾施設)の整備を推進します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、横浜海事記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ

問い合わせ先

所 属 国土交通省 関東地方整備局 東京港湾事務所
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【東京都】直轄

【新規】

東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル整備事業（Y3)
とうきょうこうちゅうおうぼ う は て い そとがわ ち く こくさいかいじょう せ い び じ ぎ ょ う

平成２５年度事業費：１．６億円

東京都内
とうきようとない

１．事業の必要性及び概要
国土交通省では、我が国の国際競争力強化の観点から世界標準となる国際海上コン

テナターミナルの整備を進めています。この事業により、欧米基幹航路も含む国内外
をつなぐシームレスな物流網を形成し、首都圏全域の産業基盤の強化が期待できます。
また、構造を耐震強化岸壁とすることで大規模地震時にも、その機能を維持します。

◎全体計画
事 業 箇 所：中央防波堤外側地区
事 業 内 容：岸壁（水深１６ｍ）（耐震強化）

航路・泊地（水深１６ｍ）
全 体 工 期：平成２５年度～平成３０年度予定

２．期待される整備効果
世界標準となるコンテナターミナルを整備することにより、今後世界の主流となる

8,000TEU積みの大型コンテナ船の入港が可能となり、物流コストの低減と国際競争力
の強化が図られます。
また、大規模地震時にも港湾物流機能を維持し、国際コンテナ貨物の輸送を継続し

ます。

３．位置図及び概要図

４．平成２５年度の事業予定

①環境アセス調査計画書作成

②土質調査（ボーリング調査）

③基本設計

【位置図】

東京港

【位置図】

東京港

臨港道路

岸壁（－１６m）（耐震強化）

航路・泊地（－１６m）

ふ頭用地

中央防波堤内側地区
中央防波堤外側埋立地

Y 2 Y 3



- 2 -

【東京都】直轄

【継続】

東京港中央防波堤外側地区国際海上コンテナターミナル整備事業（Y2)
とうきょうこうちゅうおうぼ う は て い そとがわ ち く こくさいかいじょう せ い び じ ぎ ょ う

平成２５年度事業費：９８．６億円

東京都内
とうきようとない

１．事業の必要性及び概要
国土交通省では、我が国の国際競争力強化の観点から世界標準となる国際海上コン

テナターミナルの整備を進めています。この事業により、欧米基幹航路も含む国内外
をつなぐシームレスな物流網を形成し、首都圏全域の産業基盤の強化が期待できます。
また、構造を耐震強化岸壁とすることで大規模地震時にも、その機能を維持します。

◎全体計画
事 業 箇 所：中央防波堤外側地区
事 業 内 容：岸壁（水深１６ｍ）（耐震強化）

航路（水深１６ｍ）
航路・泊地（水深１６ｍ）及び泊地（水深１６ｍ）

全 体 工 期：平成１９年度～平成２５年度予定

２．期待される整備効果
世界標準となるコンテナターミナルを整備することにより、今後世界の主流となる

8,000TEU積みの大型コンテナ船の入港が可能となり、物流コストの低減と国際競争力
の強化が図られます。
また、大規模地震時にも港湾物流機能を維持し、国際コンテナ貨物の輸送を継続し

ます。

３．位置図及び概要図

４．平成２５年度の事業予定

①岸壁（水深１６ｍ、延長４００ｍ、ジャケット式桟橋構造）（耐震強化岸壁）
ジャケット製作・据付及び既設護岸背後地盤改良を行います。

②航路・泊地（水深１６ｍ）
航路・泊地の浚渫を行います。

【位置図】

東京港

【位置図】

東京港

中央防波堤外側埋立地
中央防波堤内側地区

臨港道路

岸壁（－１６m）（耐震強化）

泊地（－１６ｍ）
航路・泊地（－１６m）

ふ頭用地

航路（－１６m）

中央防波堤内側地区

中央防波堤外側埋立地

Y 2
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（参考）国際海上コンテナターミナル整備事業（Y2)の施工概要
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【東京都】直轄

【継続】

東京港中央防波堤内側地区複合一貫輸送ターミナル整備事業
とうきょうこうちゅうおうぼ う は て い うちがわ ち く ふくごういっかん ゆ そ う せ い び じぎょう

平成２５年度事業費：３．１億円

東京都内
とうきようとない

１．事業の必要性及び概要
東京港は、国内における複合一貫輸送の拠点港であり､今後見込まれる内貿ユニット

貨物需要の増加並びにＲＯＲＯ船の大型化に対応するためには、既存のふ頭ではこれ
以上のターミナル拡充が困難であることから、中央防波堤内側地区に新たな岸壁（水
深９ｍ）を整備しています。また、構造を耐震強化岸壁とすることで大規模地震時に
は緊急物資輸送用岸壁として利用します。
※１ 内貿ユニット貨物：雑貨などの物品を１つにまとめた貨物。

代表例としてコンテナやパレット及びシャーシを用いた貨物。

※２ Ｒ Ｏ Ｒ Ｏ 船：船の中に乗り入れたトラックから荷台だけをはずして輸送できる貨物船。

クレーンを使用せず荷役時間が短縮でき輸送効率が改善される。

◎全体計画
事 業 箇 所：中央防波堤内側地区
事 業 内 容：岸壁(水深９ｍ)(耐震強化)、泊地(水深９ｍ)等の整備
全 体 工 期：平成１９年度～平成２５年度予定

２．期待される整備効果
新たに岸壁（水深９ｍ）を整備することにより､ＲＯＲＯ船の大型化､効率的な荷役

に対応し、物流コスト削減に寄与します。
また、大規模地震時にも港湾物流機能を維持し、緊急物資輸送用岸壁として活用し

ます。

３．位置図及び概要図

４．平成２５年度の事業予定
○岸壁（水深９ｍ、延長２３０ｍ、Ｌ型ブロック）（耐震強化岸壁）X5
裏込・上部工及び舗装を行います。

岸壁（－９m）（耐震強化）

臨港道路（補助）

ふ頭用地

泊地（－９m）

岸壁（－９m）（耐震強化）②

【位置図】

東京港

【位置図】

東京港

内貿ユニット貨物の
積み卸し状況

中央防波堤内側地区

X 5

X 4
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（参考）複合一貫輸送ターミナル整備事業の施工概要

アスファルト舗装

アスファルト



- 6 -

【東京都】直轄

【継続】

南鳥島及び沖ノ鳥島における活動拠点整備事業
みなみとりしま お よ び お き の と り し ま か つ ど う き ょ て ん せ い び じ ぎ ょ う

平成２５年度事業費：１１．０億円（南鳥島）、９６．８億円（沖ノ鳥島）

東京都小笠原村
とうきょうとおがさわらむら

１．事業の必要性及び概要
① 南鳥島

南鳥島では、気象庁が気象観測を行うとともに、防衛省が気象観測の支援業務と
して飛行場の維持管理等を行っています。これら業務に使用する燃料や大型の重機
・建設資材などは船舶により輸送していますが、輸送船が直接接岸できないため、
台船等に積み替えてから陸揚げしており、安定的な物資輸送に大きな支障を来して
います。

また、海洋資源の開発・利用、海洋調査に関する活動やこれらの活動支援が、
安全かつ安定的に行われることが必要となっています。

本事業は、本土から遠く離れた南鳥島において、船舶による輸送や補給、荒天
時の待避等が可能な活動拠点の整備として、港湾の整備を行うものです。

◎全体計画
事 業 箇 所：南鳥島
事 業 内 容：岸壁（水深８ｍ）、泊地（水深８ｍ）
全 体 工 期：平成２２年度～平成２７年度

② 沖ノ鳥島
沖ノ鳥島では、護岸の保全工事や調査・研究等が行われていますが、港湾施設

がないため、沖合で本船から小型船や台船に必要な資機材を積み替えて運搬し、
現地での作業を行っています。

また、海洋資源開発にあたっては、掘削船や運搬船等への補給や、採掘した鉱
石の積み換え等のため、船舶の係留・停泊等が可能な拠点が必要とされています。
本事業は、資機材の陸揚げや作業員の上陸など、現地における作業が安全かつ

効率的に行われるよう、本船が直接接岸可能な港湾の整備を行うものです。

◎全体計画
事 業 箇 所：沖ノ鳥島
事 業 内 容：岸壁（水深８ｍ）、泊地（水深８ｍ）、臨港道路
全 体 工 期：平成２３年度～平成２８年度

２．期待される整備効果

物資輸送の効率化、調査船舶等の運航効率化、海洋資源開発の拠点形成
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３．位置図及び概要図

◎南鳥島

◎沖ノ鳥島

４．平成２５年度の事業予定
① 南鳥島

泊地の浚渫及び岸壁等の整備

② 沖ノ鳥島
岸壁等の整備

国土面積
約38万km2

沖ノ鳥島によるEEZ約42万km2

南鳥島によるEEZ
約43万km2

領海＋EEZ
約447万km2


